
○
総
務
省
告
示
第

号

端
末
設
備
等
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
一
号
）
第
三
十
四
条
の
十
第
三
号
及
び
第
四
号
（
こ
れ
ら
の
規

定
を
同
令
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
を

使
用
す
る
専
用
通
信
回
線
設
備
等
端
末
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
（
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
伝
送
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も

の
に
限
る

。
）

の
電
気
通
信
の
機
能
に
係
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
更
新
の
機
能
及
び
同
令
第
三
十
四
条
の
十
第
四
号
に
規

定
す
る
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
に
係
る
措
置
の
条
件
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和

年

月

日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和

年

月

日

総
務
大
臣

林

芳
正

一

端
末
設
備
等
規
則
第
三
十
四
条
の
十
第
三
号
（
同
令
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）

の
告
示

で
定
め
る
機
能
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

１

専
用
通
信
回
線
設
備
等
端
末
等
の
電
気
通
信
の
機
能
に
係
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
更
新
で
き
る
機
能

２

最
新
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
機
能

３

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
用
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
完
全
性
を
当
該
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
へ
の
更
新
の
前
に
確
認
す
る
機
能

二

端
末
設
備
等
規
則
第
三
十
四
条
の
十
第
四
号
（
同
令
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）

の
告
示

で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

１

専
用
通
信
回
線
設
備
等
端
末
等
に
備
え
ら
れ
た
電
気
通
信
の
機
能
に
係
る
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
（
端
末
設
備
等
規



則
第
三
十
四
条
の
十
第
四
号
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）

及
び
そ
の
利
用
目
的
（
複

数
の
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
目
的
）
を
明
示
す
る
こ
と
。 

 

２ 

専
用
通
信
回
線
設
備
等
端
末
等
の
利
用
に
必
要
で
な
い
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
を
無
効
化
す
る
こ
と
。 

 


